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範
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は
じ
め
に

　

ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
お
け
る
国
際
社
会
の
課
題
は
、
主
権
国
家
間
の
戦
争
回
避

に
加
え
て
、
環
境
保
護
、
テ
ロ
防
止
と
い
っ
た
、
一
国
で
は
対
処
で
き
な
い

人
類
共
通
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
国

際
機
構
や
多
国
間
協
議
の
場
で
こ
う
し
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
」
が
議

題
に
上
る
と
、
問
題
解
決
の
た
め
の
国
際
的
・
地
域
的
機
関
の
機
能
と
並
ん

で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
の
構
築
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
グ
ロ
ー

バ
ル
な
規
範
の
遵
守
に
は
、
複
数
国
の
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
地
域
間
、
国
家

間
に
お
け
る
共
通
規
範
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
協
力
は
期
待
で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
規
範
遵
守
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
懸
念
は
、
二
〇
世

紀
初
頭
の
国
際
法
学
者
た
ち
の
間
に
あ
っ
た
懸
念
と
一
致
す
る

）
1
（

。
遵
守
の
有
無

に
よ
っ
て
国
際
法
の
正
当
性
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
危
ぶ
む
の
と
同
様
の
懸
念

が
、
現
代
で
は
規
範
を
め
ぐ
っ
て
浮
上
し
た
と
言
え
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
に
伴
う
遵
守
の
問
題
は
、
国
連
の
「
介
入
と
主
権
に
関

す
る
国
際
委
員
会
」
に
よ
る
報
告
書
に
示
さ
れ
た
「
保
護
す
る
責
任
」
に
も
該

当
す
る

）
2
（

。
こ
の
規
範
は
、
内
戦
の
勃
発
な
ど
に
よ
っ
て
人
道
上
の
危
機
に
瀕
し

た
人
々
に
対
し
て
領
域
国
の
政
府
が
救
済
措
置
を
講
じ
な
い
場
合
に
、
国
際
社

会
は
軍
事
的
手
段
に
よ
っ
て
で
も
そ
の
紛
争
に
介
入
し
、
人
々
を
保
護
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
示
す
。
人
道
危
機
に
「
対
応
す
る
責
任
」
だ
け
で
な
く
、
危

機
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
「
予
防
す
る
責
任
」
と
武
力
介
入
後
の
「
再
建
す
る

責
任
」
に
言
及
し
て
い
る
点
で
、
人
間
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め
の
包
括
的

原
理
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、「
保
護
す
る
責
任
」
は
、
二
〇
〇
四
年
の
「
脅

威
・
課
題
・
変
化
に
関
す
る
国
連
事
務
総
長
ハ
イ
レ
ベ
ル
パ
ネ
ル
報
告
書
」、

翌
年
の
「
よ
り
大
き
な
自
由
へ
」
事
務
総
長
報
告
書
、
さ
ら
に
「
世
界
サ
ミ
ッ

ト
最
終
文
書
」
で
言
及
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
遵
守
が
期
待
さ
れ
る
規
範
と
し

て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
と
一
応
は
言
え
る

）
3
（

。
し
か
し
、
国
連
文
書
に
お
け
る

「
保
護
す
る
責
任
」
へ
の
言
及
が
、
た
だ
ち
に
危
機
に
直
面
す
る
人
々
を
救
う

行
動
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
介
入
す
る
側
の
利
益
と
の
関

連
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
で
自
国
の
兵
士
を
危
険
に
さ
ら
す
武
力
介
入
は
起
こ
り

に
く
く
、
ま
た
、「
大
量
虐
殺
」
の
認
定
な
ど
に
関
す
る
見
解
の
相
違
が
複
数

国
の
集
団
的
行
動
を
困
難
に
す
る
か
ら
で
あ
る

）
4
（

。
特
に
、「
保
護
す
る
責
任
」は
、
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人
道
危
機
が
発
生
し
て
い
る
領
域
国
の
同
意
を
得
な
い
場
合
に
お
け
る
武
力
介

入
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
た
め
、
国
連
憲
章
二
条
七
項
の
「
内
政
不
干
渉
の
原

則
」
に
違
反
す
る
側
面
が
あ
り
、
従
来
の
国
際
法
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
る
。

こ
の
た
め
、「
保
護
す
る
責
任
」
と
い
う
規
範
が
ど
の
よ
う
に
し
て
国
際
社
会

に
定
着
し
得
る
か
が
問
題
に
な
る

）
5
（

。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
に
関
す
る
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
、「
普
遍
主
義
」
対
「
特

別
主
義
」
と
い
う
形
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
共
有
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
「
普
遍
的
」
概
念
は
欧
米
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に

よ
る
押
し
付
け
で
あ
っ
た
と
し
て
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
人
権
は
人
間
一
人
ひ
と
り
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
普
遍
的
権
利
と
す

る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
一
九
九
三
年
の
「
バ
ン
コ
ク
宣
言
」
で
提
起
さ

れ
た
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ア
的
人
権
論
は
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
も
の
と
し
て
注
目
を

集
め
た
。
折
し
も
同
じ
時
期
に
は
、
異
な
る
文
明
間
の
対
立
は
避
け
ら
れ
な
い

こ
と
を
示
唆
す
る
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
「
文
明
の
衝
突
」
論
が
話
題
を
呼
ん
で

い
た

）
6
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
普
遍
主
義
に
対
す
る
挑
戦
が
、
そ
の
後
、
文
明

間
の
対
話
を
求
め
る
議
論
に
発
展
し
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
ダ
ル
メ
イ
ヤ
ー
は

「
普
遍
主
義
」
が
真
に
普
遍
的
な
も
の
に
な
る
に
は
、
文
明
・
文
化
間
の
対
話

の
過
程
が
不
可
欠
で
あ
る
と
し
、
パ
レ
ク
は
民
族
主
義
を
超
え
る
形
で
人
権
概

念
を
再
構
成
す
る
必
要
を
訴
え
た

）
7
（

。
大
沼
は
、
国
家
や
民
族
を
超
え
た
一
定
の

つ
な
が
り
を
も
つ
地
域
に
お
い
て
特
別
の
思
考
・
行
動
様
式
が
存
在
す
る
こ
と

を
認
め
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
の
中
で
導
き
出
さ
れ
る
「
文
際
的
人
権
」
を
主

張
す
る
こ
と
で
、
高
次
の
価
値
概
念
を
地
域
に
押
し
付
け
る
問
題
の
克
服
を
試

み
た

）
8
（

。
こ
れ
ら
の
論
者
た
ち
は
、
異
な
る
文
化
的
背
景
を
も
つ
社
会
間
に
お
い

て
、
人
権
に
つ
い
て
の
同
一
的
解
釈
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
す
る
前
提
を
否
定

す
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
人
権
概
念
を
模
索
し
て

い
る
。

　

そ
ん
な
中
で
、
欧
米
諸
国
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
が
ど

の
よ
う
に
非
欧
米
諸
国
に
普
及
す
る
か
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な

く
、
非
欧
米
諸
国
が
ど
の
よ
う
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
を
理
解
し
受
容
し
て
い

く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
は
注
目
に
値
す
る
。
ア
チ
ャ
リ
ヤ
に
よ
れ
ば
、

グ
ロ
ー
バ
ル
規
範
の
構
築
や
遵
守
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
、
地
域
ア
ク
タ
ー
が

規
範
を
解
釈
す
る
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
地
方
化
・
地
域
化
）
の
過
程
が
解

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
9
（

。
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
そ
の
地
域
に
お

け
る
既
存
の
規
範
シ
ス
テ
ム
と
適
合
す
る
よ
う
に
、
地
域
ア
ク
タ
ー
が
外
部
か

ら
の
規
範
を
再
解
釈
あ
る
い
は
新
た
に
表
現
し
な
お
す
と
い
う
複
雑
な
過
程
を

指
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
た
地
域
ア
ク
タ
ー
は
、
外
部
か
ら
の
規
範
を

受
動
的
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
現
地
の
伝
統
や
慣
習
に
適
合
さ
せ
る

役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
描
か
れ
る
た
め
、
そ
の
積
極
性
が
強
調
さ
れ
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
観
点
に
立
て
ば
、
国
際
法
と
国
際
社
会
の
規
範
シ
ス
テ
ム
は
、
複

雑
な
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
を
経
て
、
国
際
社
会
の
中
に
定
着
し
た
も

の
を
指
す
。
国
際
社
会
の
法
・
規
範
シ
ス
テ
ム
が
も
つ
正
当
性
を
脅
か
す
こ
と

な
く
し
て
国
際
社
会
が
「
保
護
す
る
責
任
」
を
果
た
す
に
は
、
各
国
・
各
地
域

に
お
け
る
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
が
重
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

あ
る
国
が
他
国
の
理
解
を
得
な
い
ま
ま
、
一
方
的
に
「
保
護
す
る
責
任
」
の
名

の
も
と
で
武
力
介
入
を
行
っ
た
場
合
、
国
際
社
会
の
法
・
規
範
シ
ス
テ
ム
が
も

つ
正
当
性
は
脅
か
さ
れ
る

）
10
（

。
ま
た
、
武
力
介
入
す
る
こ
と
で
人
道
被
害
を
未
然
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に
防
ぐ
と
い
う
倫
理
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
国
際
的
に
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ

さ
れ
な
い
形
で
「
保
護
す
る
責
任
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
規
範
そ
の
も
の

の
グ
ロ
ー
バ
ル
性
を
問
い
直
す
声
が
生
ま
れ
、「
普
遍
主
義
」
対
「
特
別
主
義
」

の
対
立
構
図
が
再
浮
上
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
避
け
る
た
め
に
、
ロ
ー
カ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観
点
か
ら
「
保
護
す
る
責
任
」
を
考
察
す
る
作
業
は
不

可
欠
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
グ
ロ
ー
バ
ル
規
範
と
し

て
一
応
は
認
め
ら
れ
た
「
保
護
す
る
責
任
」
の
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
東
ア
ジ
ア
の
地
域
大
国
と
し

て
考
え
ら
れ
る
日
本
と
中
国
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
に
関
し
て
は
、

内
政
不
干
渉
の
原
則
や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
（
全
会
一
致
）
方
式
な
ど
を
重
視
す
る

A 

S 

E 

A 

N
ウ
ェ
イ
に
基
づ
く
地
域
的
規
範
の
研
究
に
一
定
の
蓄
積
が
あ
る

）
11
（

。

東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
こ
う
し
た
規
範
が
北
東
ア
ジ
ア
に
も
影
響

を
与
え
て
い
る
側
面
は
否
定
で
き
な
い
が
、
日
本
と
中
国
に
お
い
て
は
、
武
力

介
入
や
人
権
を
め
ぐ
っ
て
国
内
規
範
に
よ
る
制
約
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、

日
中
両
国
に
お
い
て
「
保
護
す
る
責
任
」
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
か

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
そ
う
し
た
観
点
か

ら
「
保
護
す
る
責
任
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
空

隙
を
埋
め
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
日
中
両
国
に
お
け
る
「
保
護
す
る
責
任
」

の
解
釈
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
と
し
て
の
「
保
護
す
る

責
任
」
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
　

日
本

　

日
本
外
務
省
は
今
日
ま
で
「
保
護
す
る
責
任
」
を
積
極
的
に
支
持
し
た
こ
と

は
な
く
、
こ
の
規
範
は
自
ら
の
外
交
方
針
で
あ
る
「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
一

線
を
画
す
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
は
、
国
連

開
発
計
画
の
『
人
間
開
発
報
告
』
で
提
示
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、「
欠
乏
か
ら

の
自
由
」
と
「
恐
怖
か
ら
の
自
由
」
と
い
う
二
つ
の
基
本
原
則
を
持
っ
て
い
る
。

「
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
」
の
最
終
報
告
書
で
は
、
紛
争
と
貧
困
に
関
わ
る

諸
問
題
へ
の
対
応
策
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
論
理
的
に
は
、「
恐
怖
か
ら
の
自

由
」は
紛
争
下
に
あ
る
人
々
の
保
護
を
必
要
と
す
る
点
で
、「
人
間
の
安
全
保
障
」

は
「
保
護
す
る
責
任
」
と
矛
盾
し
な
い

）
12
（

。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ

い
て
「
介
入
と
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
を
主
導
し
た
カ
ナ
ダ
政
府
が
「
保

護
す
る
責
任
」
と
い
う
規
範
を
発
展
さ
せ
た
の
に
対
し
、
日
本
は
「
欠
乏
か
ら

の
自
由
」
と
の
関
連
で
非
軍
事
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
重
要
性
を
強
調
し
て
き
た
。

　

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
に
開
か
れ
た
国
連
事
務
総
長
報
告
に
関
す
る
総
会

公
式
審
議
に
お
い
て
、大
島
賢
三
元
国
連
常
駐
代
表
（
現
J 

I 

C 

A
副
理
事
長
）

は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

冷
戦
終
了
以
後
の
十
数
年
の
経
験
に
立
て
ば
、
国
際
社
会
が
「
保
護
す
る
責
任
」

の
問
題
を
真
剣
に
検
討
す
る
場
面
に
直
面
し
て
い
る
と
の
事
務
総
長
の
認
識
を
我

が
国
と
し
て
も
共
有
し
ま
す
。
他
方
、
最
終
的
に
軍
事
手
段
に
よ
る
介
入
を
排
除

し
な
い
と
し
て
も
、
ま
ず
、
軍
事
手
段
に
至
ら
な
い
段
階
で
の
努
力
を
国
際
社
会

と
し
て
傾
注
す
べ
き
で
あ
り
、こ
の
こ
と
は
更
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

紛
争
予
防
と
紛
争
後
の
平
和
定
着
を
導
く
基
本
原
則
と
し
て
個
人
の
保
護
と
能
力
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強
化
に
主
た
る
重
点
を
置
く
と
の
人
間
の
安
全
保
障
の
概
念
は
、
既
に
述
べ
た
こ

と
で
す
が
、
こ
こ
で
改
め
て
、
再
度
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す

）
13
（

。

大
島
の
示
し
た
「
保
護
す
る
責
任
」
に
関
す
る
見
解
は
、
日
本
外
務
省
に
よ
っ

て
通
常
示
さ
れ
る
見
方
で
あ
る
。
外
務
省
国
際
協
力
参
事
官
の
大
江
も
、「『
保

護
す
る
責
任
』
の
問
題
は
、『
人
間
の
安
全
保
障
』
が
脅
か
さ
れ
る
極
端
な
ケ
ー

ス
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
平
和
・
開
発
・
人
権
に
ま
た
が
る
幅
広
い
概
念
で

あ
る
『
人
間
の
安
全
保
障
』
の
文
脈
で
特
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
る
べ
き
課
題

で
あ
る
と
は
考
え
な
い
」
こ
と
が
日
本
政
府
の
立
場
で
あ
る
と
指
摘
し
た

）
14
（

。
ま

た
、
二
〇
〇
八
年
の
ダ
ボ
ス
会
議
に
お
い
て
福
田
康
夫
首
相
は
、
日
本
が
「『
保

護
す
る
責
任
』
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
紛
争
下
の
事
態
に
対
し
て
、
武
力
を
も
っ

て
介
入
す
る
こ
と
は
国
家
の
政
策
と
し
て
行
っ
て
」い
な
い
と
明
言
し
、「
人
道
・

復
興
要
員
の
安
全
確
保
の
重
要
性
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
強
調
し
て

い
る

）
15
（

。

　

こ
う
し
た
日
本
の
議
論
の
特
徴
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
保
護
す
る
責

任
」
を
、
自
ら
の
外
交
政
策
の
中
軸
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
人
間
の
安
全

保
障
」
の
一
部
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
峻
別
す
べ
き
概
念
と
し
て
扱
っ

て
い
る
点
で
あ
る
。
日
本
は
な
ぜ
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
呼
応
す
る
「
保

護
す
る
責
任
」
の
包
括
的
側
面
で
は
な
く
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
の
重
要
性

を
強
調
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
日
本
に
お
け

る
国
内
規
範
の
歴
史
的
経
緯
を
た
ど
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
日
本
国

内
の
規
範
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
概
観
し
、
こ
の
文
脈
で
「
保

護
す
る
責
任
」
の
日
本
的
理
解
を
位
置
づ
け
る
。

　

敗
戦
後
の
日
本
で
は
、海
外
に
お
け
る
武
力
行
使
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
理
由
の
第
一
は
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
一
九
四
五

年
以
来
の
平
和
主
義
に
あ
る
。
軍
部
主
導
に
よ
る
戦
争
が
広
島
・
長
崎
の
原
爆

投
下
を
招
き
、
さ
ら
に
日
本
に
敗
戦
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
歴
史
認
識
は
、
い

か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
軍
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
に
対
し
て
反
対
し
よ
う
と

す
る
世
論
を
形
成
し
た
。
第
二
に
、
非
軍
事
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
国
際
秩
序
の
維

持
に
貢
献
し
て
き
た
実
績
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
形
で
形
成
さ
れ
た
自
国
に
対
す

る
認
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。高
度
経
済
成
長
期
で
あ
る
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
、

日
本
は
戦
後
賠
償
と
い
う
名
の
下
で
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
援
助
政
策
を

実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
や
が
て
そ
れ
は
世
論
の
支
持
を
得
る
形
で
、
経

済
援
助
に
よ
る
国
際
貢
献
を
外
交
方
針
と
す
る
国
と
し
て
日
本
を
見
る
自
己
認

識
へ
と
転
化
し
た
。
船
橋
洋
一
や
ハ
ン
ス
・
マ
ウ
ル
は
、
他
国
と
の
協
力
を
重

視
し
、
非
軍
事
的
手
段
、
特
に
経
済
的
手
段
を
用
い
て
国
際
社
会
の
諸
問
題
に

取
り
組
ん
で
き
た
日
本
を
、
ド
イ
ツ
と
並
ぶ
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
パ
ワ
ー
（
民
生

大
国
）
と
表
し
て
い
る

）
16
（

。

　

し
か
し
、
一
九
九
一
年
の
湾
岸
危
機
以
降
、
軍
事
力
に
よ
る
、
い
わ
ば
目

立
っ
た
「
国
際
貢
献
」
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
国
内
で
浮
上

し
た
。
そ
の
主
な
原
因
は
、
日
本
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
周
辺
国
支
援
も
含
め
て
総

額
百
三
十
億
ド
ル
の
財
政
負
担
を
担
い
、
戦
後
処
理
と
し
て
海
上
自
衛
隊
の
掃

海
部
隊
が
残
留
機
雷
の
処
分
業
務
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
ベ
ー

カ
ー
米
国
務
長
官
か
ら
「
小
切
手
外
交
」
で
あ
る
と
の
批
判
を
受
け
た
こ
と
、

さ
ら
に
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
政
府
に
よ
る
感
謝
広
告
で
日
本
に
つ
い
て
の
言
及
が
な

か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
後
、
国
連
平
和
維
持
活
動
に
お
け
る
自
衛
隊
の
参
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加
を
認
め
る
国
際
平
和
協
力
法
が
制
定
さ
れ
る
と
、
日
本
政
府
は
早
速
、
国
連

カ
ン
ボ
ジ
ア
暫
定
統
治
機
構
に
対
し
て
自
衛
隊
を
派
遣
し
た

）
17
（

。
実
際
の
自
衛
隊

に
よ
る
活
動
が
始
ま
る
と
、
い
わ
ゆ
る
P 

K 

O
参
加
五
原
則
に
適
合
し
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
し
ば
し
ば
浮
上
し
た
が
、
日
本
は
自
衛
隊
を
早

期
撤
退
さ
せ
る
こ
と
で
受
け
る
で
あ
ろ
う
国
際
的
批
判
を
恐
れ
て
自
衛
隊
派
遣

を
継
続
し
た

）
18
（

。
こ
の
背
景
に
は
、
冷
戦
以
降
の
東
ア
ジ
ア
の
秩
序
と
安
定
を
図

る
こ
と
は
日
本
の
国
益
と
一
致
す
る
と
い
う
見
方
、
さ
ら
に
、
一
九
九
〇
年
代

か
ら
二
十
一
世
紀
に
か
け
て
大
国
と
し
て
の
中
国
の
存
在
感
が
増
す
中
で
、
主

要
経
済
大
国
で
あ
る
日
本
が
積
極
的
に
「
国
際
貢
献
」
を
す
る
こ
と
で
自
ら
の

国
際
的
・
地
域
的
地
位
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
る

）
19
（

。

　

し
か
し
、
二
〇
〇
一
年
九
月
以
降
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
よ
る
「
対
テ
ロ
戦

争
」
に
対
し
て
日
本
が
積
極
的
支
持
を
打
ち
出
し
た
こ
と
は
、
自
衛
隊
海
外
派

遣
を
め
ぐ
る
政
治
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
効
果
を
持
っ
た
。
海
上
自
衛
隊
に
よ
る
イ

ン
ド
洋
で
の
補
給
活
動
や
イ
ラ
ク
に
お
け
る
陸
上
自
衛
隊
の
人
道
支
援
活
動
お

よ
び
輸
送
業
務
な
ど
が
米
国
の
要
請
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
最
終

的
に
、
人
道
の
名
の
も
と
に
行
わ
れ
る
自
衛
隊
派
遣
へ
の
疑
念
を
強
め
た
の
で

あ
る
。
小
泉
政
権
と
そ
れ
に
続
く
政
権
は
、
自
衛
隊
に
よ
る
活
動
を
「
国
際
貢

献
」
と
強
調
し
た
が
、
そ
れ
に
対
す
る
国
民
の
理
解
は
必
ず
し
も
高
く
な
い
。

特
に
、
米
国
の
イ
ラ
ク
攻
撃
に
正
当
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
世
論
調

査
で
は
、
七
割
以
上
が
イ
ラ
ク
攻
撃
の
正
当
性
を
認
め
な
い
と
回
答
し
た

）
20
（

。
イ

ラ
ク
攻
撃
の
正
当
性
が
明
ら
か
で
な
い
状
況
下
で
、
日
本
政
府
が
率
先
し
て
自

衛
隊
派
遣
の
法
的
制
備
を
行
っ
た
こ
と
は
、
派
遣
の
根
拠
そ
の
も
の
に
対
す
る

不
信
感
を
強
め
た
と
言
え
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
政
府
は
、
自
衛
隊
の
活

動
が
平
和
構
築
や
人
道
支
援
と
い
っ
た
目
的
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、「
戦
闘
地

域
」
に
お
け
る
自
衛
隊
の
活
動
で
は
な
い
こ
と
を
、
再
度
強
調
し
た
。

　

二
〇
〇
七
年
六
月
か
ら
国
連
平
和
構
築
委
員
会
の
議
長
を
務
め
る
よ
う
に

な
っ
た
日
本
は
、
同
年
九
月
に
平
和
構
築
分
野
の
人
材
育
成
の
た
め
の
パ
イ

ロ
ッ
ト
事
業
を
発
足
さ
せ
た
。
高
村
正
彦
外
務
大
臣
が
平
和
構
築
の
担
い
手
と

し
て
の
日
本
の
役
割
を
強
調
し
た
よ
う
に
、
今
後
も
日
本
は
国
際
的
・
地
域
的

貢
献
と
称
し
て
、
平
和
構
築
や
人
道
援
助
に
お
け
る
貢
献
に
特
化
し
た
活
動
を

行
う
と
考
え
ら
れ
る

）
21
（

。
そ
の
こ
と
は
、
広
義
の
意
味
で
の
「
保
護
す
る
責
任
」

を
考
え
た
と
き
、
日
本
が
積
極
的
に
「
予
防
す
る
責
任
」
お
よ
び
「
再
建
す
る

責
任
」
を
果
た
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
平
和
維
持
・
平
和
構

築
に
重
点
を
置
い
た
自
ら
の
外
交
政
策
の
重
要
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
武
力

行
使
を
伴
う
狭
義
の
意
味
で
の
「
保
護
す
る
責
任
」
の
意
義
は
弱
め
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
日
本
で
は
、
人
道
危
機
に
瀕
し
た
人
々
を
保
護
す
る
と
い
う
グ
ロ
ー

バ
ル
な
規
範
と
し
て
の
「
保
護
す
る
責
任
」
の
本
来
的
な
意
味
が
見
過
ご
さ
れ

る
可
能
性
は
、
極
め
て
高
い
。

三
　

中
国

　

中
国
に
お
い
て
、「
保
護
す
る
責
任
」
は
、
国
家
主
権
や
「
内
政
不
干
渉
の

原
則
」
を
揺
る
が
す
規
範
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
観
が
あ
る
。
北
京
で

開
催
さ
れ
た
「
介
入
と
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
の
地
域
円
卓
会
議
で
は
、

中
国
政
府
は
「
人
道
的
介
入
を
概
念
化
す
る
こ
と
は
完
全
に
誤
っ
た
行
為
で
あ

る
」
と
述
べ
、「
保
護
す
る
責
任
」
に
対
し
て
明
白
に
反
対
す
る
意
思
を
表
明
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し
た

）
22
（

。
こ
の
背
景
に
は
、
ア
ヘ
ン
戦
争
（
一
八
三
九―

四
二
年
）
な
ど
の
西
欧

列
強
に
よ
る
有
形
・
無
形
の
内
政
干
渉
や
冷
戦
時
代
に
お
け
る
イ
ン
ド
、
ソ
連

と
の
度
重
な
る
国
境
紛
争
な
ど
の
歴
史
的
記
憶
、
ま
た
、
台
湾
、
チ
ベ
ッ
ト
な

ど
の
未
解
決
の
「
国
内
」
問
題
が
あ
る
。
一
九
九
九
年
に
国
連
安
保
理
の
承
認

が
な
い
ま
ま
米
国
が
主
導
す
る
N 

A 

T 

O
の
コ
ソ
ヴ
ォ
空
爆
の
際
に
、
ベ
ル

グ
レ
ー
ド
に
あ
る
中
国
大
使
館
が
「
誤
爆
」
さ
れ
る
と
、
コ
ソ
ヴ
ォ
空
爆
に
お

け
る
米
国
の
真
意
が
中
国
に
対
す
る
威
嚇
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
中
国
側

の
疑
い
を
強
く
し
た

）
23
（

。
後
述
す
る
よ
う
に
、二
〇
〇
五
年
に
「
保
護
す
る
責
任
」

が
世
界
サ
ミ
ッ
ト
最
終
文
書
に
盛
り
込
ま
れ
て
以
降
も
、ス
ー
ダ
ン
・
ダ
ル
フ
ー

ル
紛
争
に
対
す
る
武
力
介
入
に
中
国
は
消
極
的
で
あ
り
、「
保
護
す
る
責
任
」

の
適
用
に
つ
い
て
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
姿
勢
を
崩
し
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
冷
戦
後
の
中
国
は
、
国
家
主
権
と
武
力
介
入
を
め
ぐ
る
問
題

領
域
に
お
い
て
、
柔
軟
な
外
交
政
策
を
展
開
し
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

一
九
九
〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
に
、
中
国
は
日
本
に
比
べ
て
遥
か

に
多
く
の
人
員
を
国
連
の
平
和
維
持
活
動
参
加
に
向
け
て
派
遣
し
た

）
24
（

。
ま
た
、

コ
ソ
ヴ
ォ
空
爆
に
対
し
て
強
く
反
発
し
た
の
に
比
べ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
紛
争
へ

の
国
連
の
介
入
に
中
国
は
公
式
支
持
を
表
明
し
、
一
九
九
九
年
に
は
初
め
て
現

地
に
文
民
警
察
を
派
遣
し
た

）
25
（

。
こ
の
こ
と
は
、
自
ら
が
常
任
理
事
国
で
あ
る
国

連
安
保
理
の
承
認
と
領
域
国
の
合
意
が
あ
る
場
合
は
、
武
力
介
入
を
容
認
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
の
変
化
に
着
目
す
る
ア
レ
ン
・
カ
ー

ル
ソ
ン
は
、
中
国
の
「
外
交
政
策
エ
リ
ー
ト
」（
研
究
機
関
な
ど
に
従
事
す
る

中
国
政
府
の
ブ
レ
ー
ン
）
が
国
際
法
や
国
際
規
範
に
沿
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す

る
「
社
会
化
」
の
現
象
が
起
き
て
い
る
と
分
析
す
る

）
26
（

。
国
際
法
学
者
で
、
化
学

兵
器
禁
止
機
関
（
O 

P 

C 

W
）
の
中
国
常
駐
代
表
（
駐
オ
ラ
ン
ダ
大
使
）
で

も
あ
る
薛
捍
勤
の
以
下
の
発
言
も
、
そ
の
一
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

「
保
護
す
る
責
任
」
は
新
し
い
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
、
当
該
政
府
、
特
に

そ
の
指
導
者
が
国
民
の
福
祉
に
対
す
る
ア
カ
ン
タ
ビ
リ
イ
テ
ィ
を
認
識
す
る
よ
う

要
求
し
、
問
題
の
あ
る
地
域
に
対
す
る
国
際
的
介
入
を
よ
り
積
極
的
に
行
う
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
原
則
的
に
は
、
こ
の
概
念
は
肯
定
で
き
る
側
面
を
多
く
持
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
面
に
お
い
て
は
ま
だ
ま
だ
慎
重
な
態
度
が
求
め
ら
れ

る
）
27
（

。

薛
に
よ
れ
ば
、「
保
護
す
る
責
任
」
に
関
す
る
行
動
は
、
国
連
安
保
理
や
多
国

間
の
国
際
機
関
の
合
意
の
下
で
決
定
が
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

正
当
な
法
手
続
き
に
の
っ
と
っ
て
介
入
行
為
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

決
定
に
は
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
薛

が
「
内
政
不
干
渉
の
原
則
」
に
基
づ
い
て
「
保
護
す
る
責
任
」
を
完
全
に
否
定

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
規
範
が
も
つ
意
義
を
認
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

　

「
保
護
す
る
責
任
」
と
「
内
政
不
干
渉
の
原
則
」
の
間
に
あ
る
緊
張
関
係
を

め
ぐ
り
、
中
国
が
国
際
的
批
判
の
矢
面
に
立
た
さ
れ
る
事
態
が
顕
在
化
し
た
の

は
、
二
〇
〇
四
年
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ー
ダ
ン
の
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争
に

お
け
る
「
大
量
虐
殺
」
に
対
し
て
、
国
際
社
会
が
「
保
護
す
る
責
任
」
を
果

た
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
相
次
い
だ
こ
と
に
端
を
発
す

る
）
28
（

。
国
連
安
保
理
常
任
理
事
国
で
あ
る
中
国
は
、
ロ
シ
ア
と
同
様
に
、「
保
護

す
る
責
任
」
の
適
用
に
対
し
て
否
定
的
態
度
を
示
し
た
。
ま
た
、
中
国
は
、
大

量
虐
殺
に
関
与
し
て
い
る
と
の
疑
い
が
あ
る
ス
ー
ダ
ン
政
府
の
貿
易
・
投
資
相



社 会 と 倫 理

104

手
国
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
だ
け
で
な
く
、
ス
ー
ダ
ン
に
向
け
て
武
器

輸
出
を
大
規
模
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
疑
い
も
持
た
れ
た
。
こ
の
た
め
、
欧
米

諸
国
に
お
い
て
、
人
権
問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
批
判

が
、
中
国
政
府
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
米
国

の
女
優
、
ミ
ア
・
フ
ァ
ロ
ー
は
、
二
〇
〇
八
年
に
開
催
予
定
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
「
虐
殺
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
と
呼
び
、
物
議
を
か
も
し
た

）
29
（

。
ま
た
、
こ
れ
を

受
け
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
芸
術
監
督
を
務
め
て
い
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ピ

ル
バ
ー
グ
が
降
板
し
た
こ
と
で
、
中
国
の
国
家
的
威
信
が
傷
つ
け
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

ス
ー
ダ
ン
に
お
け
る
中
国
政
府
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
国
営
企
業

の
役
割
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ス
ー
ダ
ン
油
田
開
発
に
多
額
の

資
金
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
G 

N 

P 

O 
C
（G

reater N
ile Petroleum

 

O
perating C

om
pany

）
と
呼
ば
れ
る
国
際
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
で
あ
り
、
中
国

石
油
天
然
気
集
団
公
司
（
通
称
、
ペ
ト
ロ
チ
ャ
イ
ナ
）
が
そ
の
四
割
の
シ
ェ
ア

を
保
有
し
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

）
30
（

。
近
年
で
は
、
中
国
政
府
か
ら
独
立
し
た

形
で
の
企
業
戦
略
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
専
門
家
の
指
摘
も
あ
る
た
め
、

「
内
政
不
干
渉
の
原
則
」
を
楯
に
し
て
中
国
政
府
が
な
り
ふ
り
構
わ
ず
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
論
に
対
し
て
は
慎
重
な
見
方
を
す
る

必
要
が
あ
る

）
31
（

。
し
か
し
、
ス
ー
ダ
ン
政
府
軍
へ
の
資
金
源
に
な
っ
て
い
る
と
の

批
判
を
受
け
た
カ
ナ
ダ
の
石
油
会
社
、
タ
リ
ス
マ
ン
社
が
、
保
有
す
る
二
五
％

の
権
益
を
イ
ン
ド
国
営
O 

N 

G 

C
に
売
却
す
る
こ
と
で
現
地
か
ら
撤
退
し
た

の
に
対
し
、
ペ
ト
ロ
チ
ャ
イ
ナ
は
依
然
と
し
て
ス
ー
ダ
ン
で
経
済
活
動
を
続
け

て
い
る
。
ま
た
、
中
国
政
府
も
ス
ー
ダ
ン
政
府
に
対
し
て
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た

め
の
大
規
模
な
援
助
を
行
い
、
内
戦
で
使
用
さ
れ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
武
器
輸
出
で
利
益
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ダ
ル
フ
ー
ル
の
惨
事
に

中
国
が
加
担
し
て
い
る
と
の
批
判
は
絶
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
二
〇
〇
七
年
二
月
、
中
国
の
外
務
次
官
補
が
、

ス
ー
ダ
ン
政
府
に
対
し
て
国
連
の
平
和
維
持
軍
の
受
け
入
れ
を
要
請
す
る
と
い

う
、
異
例
と
も
言
え
る
発
言
を
し
た
。
さ
ら
に
二
〇
〇
八
年
二
月
、
温
家
宝
首

相
が
、
ア
フ
リ
カ
以
外
の
国
で
は
中
国
が
最
初
に
ア
フ
リ
カ
連
合
の
国
連
多
国

籍
軍
に
参
与
し
、
ま
た
、
ア
フ
リ
カ
最
大
の
援
助
支
援
国
で
あ
る
こ
と
を
強
調

し
た
。
こ
う
し
た
発
言
は
、
中
国
政
府
は
国
家
の
内
政
介
入
に
反
対
す
る
と
い

う
従
来
の
姿
勢
の
固
辞
で
は
な
く
、
国
益
に
反
し
な
い
形
で
大
国
と
し
て
の
責

任
を
果
た
す
道
を
模
索
し
て
い
る
と
の
示
唆
を
与
え
る
。
国
連
安
保
理
の
常
任

理
事
国
で
あ
る
中
国
は
、
拒
否
権
を
発
動
し
て
自
ら
の
望
ま
な
い
介
入
行
為
を

防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
国
連
安
保
理
の
中
で
「
保
護
す
る
責
任
」

に
基
づ
く
行
動
の
有
無
が
決
定
さ
れ
る
限
り
、
自
ら
の
利
益
に
か
か
わ
る
問
題

に
つ
い
て
実
質
的
損
害
を
避
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
規
範
と
し
て
の

「
保
護
す
る
責
任
」
に
真
っ
向
か
ら
反
対
す
れ
ば
国
際
イ
メ
ー
ジ
の
低
下
に
つ

な
が
る
が
、
国
連
に
お
け
る
合
意
の
重
要
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
多
国
間
協

議
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
国
際
的
評
価
を
得
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
を
理
由

に
、
中
国
は
、
人
道
危
機
を
抱
え
る
領
域
国
と
国
連
安
保
理
を
含
め
た
国
際
機

構
の
合
意
に
基
づ
く
形
で
、「
保
護
す
る
責
任
」
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
規
範
の

遵
守
す
る
よ
う
国
際
社
会
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
中
国
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
の
人
権
抑
圧
の
問
題
に
つ
い
て
付
言
し

て
お
き
た
い
。
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
を
目
前
に
、
二
〇
〇
八
年
三
月
、
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チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
お
い
て
仏
教
徒
た
ち
が
人
権
抑
圧
に
対
す
る
抗
議
活
動
を

開
始
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
を
中
国
の
一
部
だ
と
み
な
す
中
国
政
府
と
漢
族
系
の
中

国
国
民
は
、
こ
の
デ
モ
活
動
に
対
し
て
強
く
反
発
し
た
が
、
国
際
社
会―

特

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国―

に
お
い
て
は
、
こ
の
中
国
の
「
内
政
」
問
題
は
人
権

に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
深
刻
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
欧
米

で
は
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖
火
リ
レ
ー
中
に
妨
害
行
動
が
発
生
し
、
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
の
最
高
指
導
者
で
あ
る
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
と
会
見
を
勧
め
る
意
見

が
相
次
い
だ
。
中
国
政
府
は
公
式
の
場
で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
を
チ
ベ
ッ
ト

の
独
立
を
指
導
す
る
危
険
人
物
と
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
な
が
ら
も
、
二
〇
〇
八

年
五
月
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
一
四
世
の
特
使
と
非
公
式
会
談
を
行
い
、
今
後
も
同

種
の
会
談
を
継
続
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
国
側
の
動
き
を
、
国
際

的
な
批
判
を
一
時
的
に
か
わ
す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
国
際

社
会
の
圧
力
に
対
し
て
中
国
政
府
が
柔
軟
に
対
応
し
た
結
果
と
捉
え
る
か
は
、

研
究
者
の
間
で
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
進
行
形
で
進
む
こ
の

興
味
深
い
事
例
が
人
権
に
関
す
る
中
国
の
外
交
政
策
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て

判
断
す
る
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
の
問
題
を
「
保
護
す
る
責
任
」

の
中
国
的
理
解
に
与
え
る
影
響
に
限
っ
て
論
理
的
に
推
測
す
る
と
、
内
政
問
題

の
国
際
化
は
、「
保
護
す
る
責
任
」
に
関
し
て
慎
重
な
対
応
を
要
す
る
と
い
う

中
国
の
従
来
的
姿
勢
を
強
化
す
る
。「
平
和
的
発
展
」
を
求
め
る
中
国
政
府
は
、

チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
に
お
け
る
内
政
問
題
に
も
責
任
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る

と
自
負
し
て
お
り
、
国
際
社
会
が
「
保
護
す
る
責
任
」
を
果
た
す
必
要
は
な
い

と
考
え
て
い
る

）
32
（

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
干
渉
行
為
の
必
要
性
が
欧
米
諸
国
に

よ
っ
て
示
唆
さ
れ
た
場
合
、
中
国
は
正
当
な
手
続
き
に
従
っ
て
規
範
を
厳
密
に

適
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
可
能
性
が
高
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
中
国
は
自
ら
の

解
釈
の
下
で
受
け
入
れ
た
「
保
護
す
る
責
任
」
を
、
厳
密
な
形
で
適
用
す
る
よ

う
に
国
際
社
会
に
望
む
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、「
内
政
不
干
渉
の
原
則
」

を
楯
に
し
て「
保
護
す
る
責
任
」の
意
義
を
否
定
す
る
の
と
は
根
本
的
に
異
な
っ

て
い
る
。
中
国
政
府
は
今
後
、
国
際
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
国
益
、
お
よ
び
、
自
ら

の
政
治
体
制
に
か
か
わ
る
内
政
問
題
の
間
で
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
外
交
を
展
開

す
る
た
め
に
、「
保
護
す
る
責
任
」
に
対
す
る
慎
重
な
姿
勢
を
崩
す
こ
と
は
当

分
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
と
し
て
の
「
保
護
す
る
責
任
」
が
地
域
や
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
議

論
の
出
発
点
と
し
て
、
特
に
日
本
と
中
国
に
お
い
て
「
保
護
す
る
責
任
」
が
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
。
日
中
両
国
に
お
い
て
、「
保

護
す
る
責
任
」
が
持
つ
人
道
危
機
に
対
処
す
る
責
任
そ
の
も
の
よ
り
も
、
武

力
行
使
の
法
的
妥
当
性
や
武
力
の
使
用
に
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
る
傾
向
に
あ

る
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
「
戦
闘
地
域
」
に
お
け
る
自
衛
隊

の
活
動
を
認
め
な
い
憲
法
に
基
づ
く
国
内
規
範
、
中
国
に
お
い
て
は
領
域
国
の

合
意
を
重
視
す
る
国
内
規
範
が
、「
保
護
す
る
責
任
」
と
鋭
い
緊
張
関
係
に
あ

る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
検
討
し
た
事
例
が
示
唆
す
る
こ
と
は
、「
保
護
す
る
責
任
」
に
つ
い

て
の
議
論
が
理
論
的
に
い
く
ら
発
展
し
て
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
が
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不
足
し
て
い
れ
ば
、
実
際
の
場
面
で
こ
の
規
範
が
空
洞
化
す
る
可
能
性
が
高
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
が
即
座
に
多
国
間
的
な
行
動
に
結
び

つ
か
な
い
原
因
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
軍
事
的
安
全
保
障
面
で
の
国
際
・
地
域

機
構
の
未
発
展
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
共
通
の
規
範
理
解
の
欠

如
に
お
け
る
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
国
際
社
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
国

家
主
権
を
有
す
る
と
い
う
よ
う
な
国
際
法
や
規
範
シ
ス
テ
ム
の
上
に
成
立
し
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
異
な
る
国
家
、
地
域
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
と
し
て

の
「
保
護
す
る
責
任
」
を
ど
の
よ
う
に
ロ
ー
カ
ラ
イ
ズ
し
て
い
く
か
は
、
今
後

も
国
際
社
会
の
重
要
な
問
題
で
あ
り
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
共
通
の
規
範
理
解
に
到
達
す
る
ま
で
の
道
の
り
は
平
坦
で

は
な
い
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
と
し
て
の
「
保
護
す
る
責
任
」
に
関
す
る
認

識
の
高
ま
り
が
必
ず
し
も
無
意
味
で
は
な
い
こ
と
も
、
本
稿
で
指
摘
さ
れ
る
重

要
な
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
保
護
す
る
責
任
」
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
と

し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
で
、（
地
域
）
大
国
と
し
て
の
役
割
を
模
索
す
る
日
本

や
中
国
が
、
大
量
虐
殺
な
ど
の
人
道
危
機
に
対
し
て
自
ら
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
す
の
か
を
明
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
日

本
に
お
い
て
「
非
戦
闘
地
域
」
に
お
け
る
平
和
維
持
・
平
和
構
築
活
動
が
こ
れ

ま
で
以
上
に
推
進
さ
れ
、
中
国
で
は
大
量
虐
殺
の
疑
い
が
あ
る
国
に
対
し
て
干

渉
的
勧
告
を
行
う
行
為
が
見
ら
れ
た
。
人
道
危
機
に
あ
る
人
々
を
救
う
と
い
う

点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
う
し
た
行
動
が
も
つ
効
力
の
限
界
は
否
め
な
い
が
、「
保

護
す
る
責
任
」
と
い
う
規
範
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
に
な
る
こ
と
で
両
国
そ
れ

ぞ
れ
が
持
つ
規
範
的
制
約
は
よ
り
明
白
に
表
れ
た
。
し
た
が
っ
て
今
後
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
規
範
と
し
て
の
「
保
護
す
る
責
任
」
は
必
ず
し
も
同
一
の
理
解
に

基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
再
認
識
し
、
そ
こ
を
出
発
点
に
し
て
国
際

社
会
が
共
有
す
る
「
責
任
」
に
つ
い
て
地
域
レ
ベ
ル
、
国
レ
ベ
ル
、
さ
ら
に
は

市
民
レ
ベ
ル
で
理
解
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
危
機
に
あ
る
人
を

救
う
と
い
う
ご
く
ご
く
自
然
な
倫
理
的
行
為
も
、
国
家
の
枠
を
超
え
て
国
際
社

会
が
そ
の
行
動
を
担
う
場
合
、
地
域
間
、
国
家
間
の
ず
れ
が
否
応
な
く
顕
在
化

す
る
。
し
か
し
、
そ
の
ず
れ
に
対
処
す
る
た
め
の
対
話
の
場
は
既
に
存
在
し
て

お
り
、
そ
れ
を
生
か
す
も
殺
す
も
現
代
に
生
き
る
人
々
の
手
に
か
か
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

注
（
1
）
　

二
〇
世
紀
初
頭
の
国
際
法
学
で
は
、
同
じ
法
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
は
ず
な
の

に
、
法
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
問
題
が
認
識
さ

れ
た
。
篠
原
初
枝
『
戦
争
の
法
か
ら
平
和
の
法
へ
』
東
京
大
学
出
版
会
、
七
二
頁
。

（
2
）
　

T
he International C

om
m

ission on Intervention and State Sovereignty, T
he 

R
esponsibility to P

rotect, O
ttaw

a: the International D
evelopm

ent R
esearch 

C
entre, 2001.

（
3
）
　

U
nited N

ations, R
eport of the Secretary-G

eneral’ s H
igh-L

evel Panel on 

T
hreats, C

hallenges and C
hanges, 2004. U

nited N
ations, In L

arger Freedom
: 

Tow
ards D

evelopm
ent, Security and H

um
an R

ights for A
ll, 2005. U

nited 

N
ations, W

orld Sum
m

it O
utcom

e, A
/R

es/60/1, 24 O
ctober 2005. 

ま
た
、
文
民

保
護
に
対
す
る
国
連
安
保
理
の
積
極
的
関
与
は
、
冷
戦
後
の
国
連
安
全
保
障
体
制
に

関
す
る
議
論
の
質
的
変
化
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
論
文
と
し
て
、
清
水
奈

名
子
「
国
連
安
全
保
障
理
事
会
と
弱
者
の
保
護―

冷
戦
後
の
実
行
を
中
心
と
し
て
」

日
本
平
和
学
会
編
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
社
会
的
「
弱
者
」』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、

二
〇
〇
六
年
、
四
七―

六
六
頁
。

（
4
）
　

大
規
模
な
人
道
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
武
力
介
入
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
点

を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Jennifer M

. W
elsh, ed., 
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H
um

anitarian Intervention and International R
elations (Paperback edition), 

O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 2006, c2004.
（
5
）
　

デ
ビ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
範
構
築
の
問
題
は
、
国
際
社
会
が
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
集
団
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。D

avid M
iller, N

ational R
esponsibility and G

lobal 

Justice, N
ew

 York: O
xford U

niversity P
ress, 2007. 

ま
た
、
彼
の
「
保
護
す
る

責
任
」
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
、D

avid M
iller, “ T

he R
esponsibility to P

rotect 

H
um

an R
ights”, W

orking Paper Series (C
entre for the Study of Social Justice 

&
 D

epartm
ent of Politics and International R

elations), M
ay 2007.

（
6
）
　

Sam
uel H

untington, “ T
he C

lash of C
ivilization” , Foreign A

ffairs 72: 3, 

Sum
m

er 2003, pp. 22― 49.

（
7
）
　

Fred D
allm

ayr, “ B
eyond M

onologue: For a C
om

parative Political T
heory” , 

Perspectives on Politics 2: 2, June 2004, pp. 249― 257. B
hikhu Parekh, “ N

on-

E
thnocentric U

niversalism
” , in T

im
 D

unne and N
icholas J. W

heeler, eds., 

H
um

an R
ights in G

lobal Politics, C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress, 

1999, pp. 129― 159.

（
8
）
　

大
沼
保
昭
『
人
権
、
国
家
、
文
明―

普
遍
主
義
的
人
権
か
ら
文
際
主
義
的
人
権
観

へ
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
。
同
様
の
主
張
を
す
る
も
の
と
し
て
、
他
に
、
井
上

達
夫
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
『
ア
ジ
ア
的
価
値
』」
大
沼
保
昭
編
『
東
亜

の
構
想―

二
一
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
規
範
秩
序
を
求
め
て
』
筑
摩
書
房
、二
〇
〇
〇
年
。

（
9
）
　

A
m

itav A
charya, “ H

ow
 Ideas Spread: W

hose N
orm

s M
atter? N

orm
 

L
ocalization and Institutional C

hange in A
sian R

egionalism
” , International 

O
rganization 58, Spring 2004, pp. 239― 275.

（
10
）
　

た
と
え
ば
、
テ
ソ
ン
は
、
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
き
た
人
権
抑
圧
か
ら
人
々

を
守
る
た
め
の
武
力
介
入
が
も
つ
倫
理
的
正
当
性
か
ら
米
国
の
イ
ラ
ク
攻
撃
を
擁
護

し
た
の
に
対
し
、
ナ
ー
デ
ィ
ン
は
個
々
の
国
は
国
家
主
権
を
持
つ
と
い
う
規
範
シ
ス

テ
ム
を
国
際
社
会
が
共
有
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
規
範
シ
ス
テ
ム
を
無
視
す
る
形
で

攻
撃
を
正
当
化
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、E

thics &
 International 

A
ffairs 19: 2, 2005

に
お
け
る
以
下
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。Fernando R

. 

Teson, “ E
nding Tyranny in Iraq” , pp. 1― 20. Terry N

ardin, “ H
um

anitarian 

Im
perialism

” , pp. 21― 26. Fernando R
. Teson, “ O

f Tyrants and E
m

pires” , pp. 

27― 30.

（
11
）
　

た
と
え
ば
、A

m
itav A

ch
arya, “ C

ollective Iden
tity an

d C
on

flict 

M
anagem

ent in Southeast A
sia” , in E

m
anuel A

dler and M
ichael B

arnett, 

eds., Security C
om

m
unities, C

am
bridge: C

am
bridge U

niversity P
ress, 1998. 

A
m

itav A
charya, “ W

ill A
sia’ s Past be Its Future?” , International Security 28: 

3, W
inter 2003/04, pp. 149― 164. 

黒
柳
米
司
『
ア
ジ
ア
地
域
秩
序
と
A 

S 

E 

A 

N

の
挑
戦―

「
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」
を
め
ざ
し
て
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
五
年
。

（
12
）
　

「
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
」
は
、
二
〇
〇
〇
年
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
に
お

い
て
ア
ナ
ン
元
国
連
事
務
総
長
の
要
請
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
、
緒
方
貞
子
元
難
民

高
等
弁
務
官
と
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
ー
カ
レ
ッ
ジ
学
長
が
主
導
的

役
割
を
担
っ
た
。
委
員
会
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
最
終
報
告
書
は
、
和
文
に

訳
さ
れ
て
い
る
。
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
『
安
全
保
障
の
今
日
的
課
題―

人
間

の
安
全
保
障
委
員
会
報
告
書
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
。

（
13
）
　

国
連
事
務
総
長
報
告
に
関
す
る
総
会
公
式
審
議
に
お
け
る
大
島
賢
三
国
連
大
使

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
（
仮
訳
）（
二
〇
〇
五
年
四
月
七
日
）http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/

m
ofaj/press/enzetsu/17/un_0407.htm

l

（
14
）
　

大
江
は
、「
保
護
す
る
責
任
」
に
関
す
る
日
本
の
外
交
政
策
の
も
う
一
つ
の
ポ
イ

ン
ト
と
し
て
、「
人
道
的
介
入
が
正
当
化
さ
れ
る
た
め
に
は
、
安
保
理
の
武
力
行
使

容
認
決
議
が
必
要
で
あ
る
」
を
挙
げ
て
い
る
。
大
江
博
「
新
し
い
日
本
外
交―

『
人

間
の
安
全
保
障
』
の
視
点
か
ら
」、
高
橋
哲
哉
、
山
影
進
、
編
『
人
間
の
安
全
保
障
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
二
三
〇―

二
四
二
頁
。

（
15
）
　

ダ
ボ
ス
会
議
に
お
け
る
福
田
総
理
大
臣
冒
頭
挨
拶
「
保
護
す
る
責
任

：

人
間
の
安

全
保
障
と
国
際
社
会
の
行
動
」
非
公
開
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
二
〇
〇
八
年
一
月
二
六
日
）

http://w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/press/enzetsu/20/efuk_0126a.htm

l

（
16
）
　

H
anns W

. M
aull, “ G

erm
any and Japan: T

he N
ew

 C
ivilian Pow

ers” , Foreign 

A
ffairs 69: 5, W

inter 1990/1991, pp. 91― 106. Yoichi Funabashi, “ Japan and 

the N
ew

 W
orld O

rder” , Foreign A
ffairs 70: 5, W

inter 1991/1992, pp. 58― 74.

（
17
）
　

自
衛
隊
の
海
外
派
遣
に
関
す
る
外
務
省
の
研
究
は
、
国
連
レ
バ
ノ
ン
監
視
団
の
た

め
に
自
衛
官
を
十
名
派
遣
し
て
ほ
し
い
と
い
う
ハ
マ
ー
シ
ョ
ル
ド
国
連
事
務
総
長
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（
25
）
　

B
ates G

ill and Jam
es R

eilly, “ Sovereignty, Intervention and Peacekeeping: 

T
he V

iew
 from

 B
eijing” , Survival 42: 3, A

utum
n 2000, pp. 41― 59.

（
26
）
　

A
llen C

arlson, “ M
ore than Just Saying N

o: C
hina’ s E

volving A
pproach to 

Sovereignty and Intervention since T
iananm

en” , in A
lastair Iain Johnston 

and R
obert S. R

oss, eds., N
ew

 D
irections in the Study of C

hina’ s Foreign 

Policy, Stanford, C
A

: Stanford U
niversity P

ress, 2006, pp. 217― 241.

（
27
）
　

X
ue H

anqin, “ C
hinese O

bservations on International L
aw

 Speech at the 

International C
rim

inal N
etw

ork”, http://w
w

w
.fm

prc.gov.cn/eng/w
jb/zw

jg/

zw
bd/t282458.htm

（
28
）
　

ダ
ル
フ
ー
ル
の
状
況
を
ど
の
よ
う
に
表
す
か
は
国
・
機
関
に
よ
っ
て
異
な
る

が
、
二
〇
〇
五
年
、
米
国
は
ダ
ル
フ
ー
ル
の
状
況
を
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
」
と
し
、

二
〇
〇
七
年
に
国
連
調
査
団
は
ダ
ル
フ
ー
ル
の
「
多
大
な
る
暴
力
」
に
対
し
て
何
ら

か
の
措
置
を
と
る
よ
う
国
際
社
会
に
呼
び
か
け
た
。
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争
に
お
け
る
国

連
の
役
割
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
、L

ee Feinstein, D
arfur and B

eyond: W
hat Is 

N
eeded to Prevent M

ass A
trocities, C

ouncil Special R
eport N

o. 22, C
ouncil on 

Foreign R
elations, 2007.

（
29
）
　

M
ia Farrow

, “ T
he ‘ G

enocidal O
lym

pics’” , T
he W

all Street Journal, 28 

M
arch 2007.

（
30
）
　

現
在
の
権
益
所
有
割
合
は
、
ペ
ト
ロ
チ
ャ
イ
ナ
（
四
〇
％
）、
ペ
ト
ロ
ナ
ス

（
三
〇
％
）、
ス
ー
ダ
ン
国
営
ス
ダ
ペ
ッ
ト
（
五
％
）、
イ
ン
ド
国
営
O 

N 

G 

C

（
二
五
％
）
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
若
生
芳
明
「
ペ
ト
ロ
ナ
ス
成
功
の
秘
密
」
石

油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
、
二
〇
〇
七
年
、http://oilgas-info.jogm

ec.

go.jp/report_pdf.pl?pdf

＝200703_033a%
2epdf&

id

＝1593

（
31
）
　

Trevor H
ouser, “ T

he R
oots of C

hinese O
il Investm

ent A
broad” , A

sian 

Policy 5, January 2008, pp. 141
― 146. H

enry L
ee and D

an A
. Shalm

on, 

“ Searching for O
il: C

hina’ s O
il Initiatives in the M

iddle E
ast” , K

SG
 W

orking 

Paper N
o. R

W
P

07― 017, January 2007. A
vailable at SSR

N
: http://ssrn.com

/

abstract

＝976536

（
32
）
　

「
平
和
的
発
展
」
は
、胡
錦
濤
国
家
主
席
の
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
で
あ
る
鄧
必
堅
（
中

国
改
革
開
放
論
壇
理
事
長
）
の
ボ
ア
オ
・
ア
ジ
ア
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
〇
三
年
一
一

（
当
時
）
の
要
請
を
断
っ
た
一
九
五
八
年
以
降
に
始
ま
っ
た
。
村
上
は
、
外
務
省
が

水
面
下
で
平
和
維
持
を
目
的
と
す
る
自
衛
隊
海
外
派
遣
の
可
能
性
を
模
索
し
て
き
た

た
め
、「
国
際
平
和
協
力
法
」
が
短
期
間
で
成
立
し
た
と
分
析
し
て
い
る
。
村
上
友

章
「
吉
田
路
線
と
P 

K 

O
参
加
問
題
」『
国
際
政
治
』
第
一
五
一
号
、
二
〇
〇
八
年

三
月
、
一
二
一―

一
三
九
頁
。

（
18
）
　

P 

K 
O
参
加
五
原
則
で
は
、
紛
争
当
事
者
の
間
で
停
戦
合
意
が
成
立
し
て
い
る
こ

と
が
原
則
と
さ
れ
、
そ
こ
で
の
P 

K 

O
の
活
動
は
「
中
立
的
立
場
を
厳
守
」
で
き
る

状
況
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
P 

K 

O
活
動

に
関
し
て
は
、K

atsum
i Ishizuka, “ Japan’ s Policy tow

ards U
N

 Peacekeeping 

O
perations” , International Peacekeeping 12: 1, Spring 2005, pp. 67― 86.

（
19
）
　

冷
戦
後
、
P 

K 

O
活
動
と
並
ん
で
、
日
本
の
国
連
安
全
保
障
理
事
会
（
国
連
安

保
理
）
の
常
任
理
事
国
入
り
に
向
け
て
の
活
動
が
積
極
化
す
る
。
こ
れ
は
、
国
際
的

地
位
の
向
上
を
目
指
す
日
本
的
野
心
を
表
す
も
の
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
。
R
・ 

ド
リ
フ
テ
、
吉
田
康
彦
訳
『
国
連
安
保
理
と
日
本―

常
任
理
事
国
入
り
問
題
の
軌

跡
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
20
）
　

『
朝
日
新
聞
』、
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
八
日
、
八
頁
。

（
21
）
　

た
と
え
ば
、
高
村
正
彦
外
務
大
臣
基
調
講
演
（
東
京
平
和
構
築
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）

「
平
和
構
築
の
『
担
い
手
』
を
創
る
た
め
に
」（
二
〇
〇
八
年
三
月
二
四
日
）http://

w
w

w
.m

ofa.go.jp/m
ofaj/press/enzetsu/20/ekm

r_0324.htm
l

（
22
）
　

T
he International C

om
m

ission on Intervention and State Sovereignty, 

R
esponsibility to Protect: R

esearch, B
ibliography, B

ackground, Supplem
entary 

Volum
e to the R

eport of the International C
om

m
ission on Intervention and State 

Sovereignty, O
ttaw

a: International D
evelopm

ent R
esearch C

entre, 2001, p. 

392.

（
23
）
　

Z
hang Yunling, “ C

hina: W
hither the W

orld O
rder after K

osovo?” , 

A
lbrecht Schnabel and R

am
esh T

hakur, eds., K
osovo and the C

hallenge of 

H
um

anitarian Intervention: Selective Indignation, C
ollective A

ction, and 

International C
itizenship, Tokyo, Paris and N

Y: U
N

U
 P

ress, 2000, 121.

（
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）
　

た
と
え
ば
、
国
連
平
和
維
持
活
動
に
対
す
る
人
的
貢
献
リ
ス
ト
（
二
〇
〇
七
年
）

に
よ
れ
ば
、
中
国
は
第
十
二
位
、
日
本
は
第
八
十
位
と
な
っ
て
い
る
。
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月
）
の
演
説
で
使
わ
れ
た
表
現
で
あ
る
。
中
国
脅
威
論
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
「
台
頭
」

で
は
な
く
「
発
展
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
胡
錦
濤
政
権
の
国
際
協
調
路
線
が
う
か
が

え
る
。


